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 １１９番通報のしかた 
  

 『落ち着いて』、『ゆっくり』、『はっきりと』  

１１９番受付員 
通報者 

火災の通報例 救急の通報例 

火事ですか？救急ですか？ 火事です。 救急です。 

場所はどこですか？ （例）県民共済ドーム長浜です。 

火災の場合 何が燃えていますか？ ○○が燃えています。   

救急の場合 どうしましたか？   （誰か）が（状態）です。 

あなたの名前と今かけている電話の番号

を教えてください 

私の名前は○○○○です。 

電話番号は○○○-○○○○です。 

 ○通報内容や通報される方の状況によって、119 番受付員の問いかけが異なる場合があります。 

 ○場所を伝える際、目標のみでは場所の特定が困難なので、住所を伝えることが必要です。 

連絡 

長浜消防署 緊
急
を
要
す
る
場
合 

直
接
通
報 

火災等発生の 

連絡 

各
班
長
に
指
示
・
連
絡 

危
機
発
生
・
認
知 

第 

一 

発 

見 

者 
（
係 

員
） 

 

通
報
・
出
動
要
請 

医事衛生グループ 

リーダー： 

おもてなし班長 

担当係 

・おもてなし・弁当係 

・環境美化係 

初期消火グループ 

リーダー： 

競技式典班長 

担当係 

・会場警備係 

・記録速報係 

・式典表彰係 

競技団体 

競技施設管理者 

設営業者等 

実施本部事務局 

競技会場実施本部 

実施本部 

・競技会場部長 

 

情報グループ 

リーダー：会場総務班長 

担当係 

・会場総務係 

・会場受付係 

避難誘導グループ 

リーダー： 

輸送交通班長 

担当係 

・輸送交通係 

・駐車場係 

関係機関・団体 

・警備員（業務委託） 

連
絡
・
指
示 

連絡 

連絡・指示 

長浜警察署 
110 番 

通
報
・
連
絡
・
指
示 

輸送業者 

など 

119 番 

１ 危機発生時における競技会場の通報・連絡体制 
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１ 実施本部事務局は、彦根地方気象台ホームページや防災危機管理課等から、大雨や暴風等の気象

情報を随時確認・収集する。 

 

２ 実施本部事務局長は、次の場合、競技会場の状況を確認し、実施本部事務局で翌日の対応を協議

する。 

（対応を協議する場合の例） 

 ・翌日に滋賀県全域に大雨警報又は暴風警報が発令される恐れがある 

・台風の接近 

 

３ 実際の対応 

 (１) 実施本部事務局長は、必要に応じ、実施本部事務局に今後の対応について指示を行う。 

(２) 実施本部事務局は、競技会場の競技担当への状況確認を行った後、次の関係機関と調整を行

う。 

ア 輸送業者（運行経路の確認、代替経路等の確認及び変更） 

イ 弁当業者（弁当調製施設との調整） 

ウ 警備業者（警備時間及び配置の変更） 等 

 (３) 競技担当は、次の関係機関と調整を行う。 

  ア 会場設営業者（仮設物等の管理） 

  イ 競技団体（競技用具の一時撤去、必要に応じ日程変更・中止の対応案を作成） 

  ウ 施設管理者（翌日の開錠時間の調整） 

  エ 看板業者（仮設物・看板等を安全な場所に一時撤去） 

 (４) 競技会場部長は各班長に必要な指示を行う。 

 (５) 会場総務係長は、各係長に、必要に応じて物品等を撤去するよう連絡する。また、実施本部業

務委託事業者、会場警備員に必要な事項を連絡する。 

 (６) 各係長は、必要に応じ、係員に、物品等を撤去するよう指示する。 

 (７) 競技担当は、実施本部事務局に、対応状況の報告を行う。 

（報告の例） 

・競技日程の変更 

・敷地内の状況 

・仮設物の対応状況 

  

２ 風水害 (1)予防時の対応 
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防災危機管理課 
【荒天判断の目安】 
・大雨注意報、警報 
・台風接近 

警備業者 
(警備時間、配置の変更) 

彦根地方気象台ホームページ等 

輸送業者 
(運行経路・代替経路等の確認) 

 

係員 

 

会場設営業者 
(翌日の仮設物等の管理) 

看板設置業者 
(撤去した仮設物、看板等を 
安全な場所に一時撤去) 

競技団体 
(競技用具の一時撤去、日程 
変更・中止の対応案作成) 

競技会場部長 報告・連絡 競技担当者 

 

各係長 施設管理者 
(翌日の開錠時間の調整) 

情報提供 情報収集 

競技会場部 

例 
・競技日程の変更 
・敷地内の状況 
・仮設物の対応情報 

状況確認の連絡・ 
対応の指示 対応状況の報告 

荒天が予想される 

時の対応 

対応状況の報告 

対応状況の報告 

対応の相談、 
調整 

実施本部事務局 

競技会場の状況を確認し、事務局内で対応を協議 

来場者への状況説明の指示 
来場者の安全確保の指示 
物品等の撤去を指示 

対応の相談、 
調整 

 (2)対応フロー 



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１９番通報および初期消火 
  

 

 
・連絡を受けた者は、119 番通報。 

・消火器を使用して初期消火を実施。 

 

 
・第一発見者は、119 番通報。 
・初期消火グループは、施設職員と消火を開始

し、状況を競技会場部長に報告する。 
・避難誘導グループは、避難誘導準備をする。 

・医事衛生グループは傷病者の医療救護を行う。 

施設職員の動き 係員の対応 

火災発生の場合 

【現場状況確認の結果】 

発報（非常ベルが鳴る） 

 

 

緊急を要する場合、直接１１９番通報するとともに、
周囲の係員に競技会場部への通報を依頼する。 
※係員が第一発見者の場合、火災報知機等により発
報、大声で火災が発生したことを周囲に知らせる。 

避難指示（※） 
（※）競技会場部長は、次のいずれかに該当するときは、各班に避難指示を行う。 
  (1) 消防職員から避難の指示があったとき 
  (2) 施設職員から避難の指示があったとき 
  (3) 観覧者等の生命等を保護するため、避難すべきと判断したとき 
    

 
 

・事務所から非常放送を実施する。 

施設職員の動き 

（例）「火事です。火事です。○階で

火災が発生しました。落ち着いて避難

してください。」 

 

・情報グループは、施設職員に非常放送の要請を行

い、各グループから情報を集約する。 
・避難誘導グループ及びその他グループは来場者を

避難場所に誘導し、消防車・救急車の通路を確保。 

・被害確認を行った後、競技会場部長に報告。 

係員の対応 

 
 

非常時の館内放送（以下「非常放送」とい

う。）が実施される。 

 

 

・情報グループは情報収集を行い、会場

総務班長に報告する。 
・その他の係員（現場近くにある者を除

く）は非常放送に注意し、消火器等の位

置、避難経路、避難場所を意識する。 

 「（例）ただいま○○で火災報知機が

作動しました。係員が確認しておりま

すので次の放送にご注意ください。」 

施設職員の動き 係員の対応 

連
携 

発報場所、現場状況確認 
現場付近にいる係員は、施設職員と連携して状況確認をする。 

（一般観覧者から連絡を受けた場合も、火災発生場所を確認し、同様の措置を講じる） 

３ 火災 (1)火災発見・発報時 
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１  初期消火活動 

あらかじめ消火器の設置場所を確認しておきましょう。（9「競技会場避難経路図」22ページ参照） 

（１） 消火器を持って現場へ駆けつけましょう。 

（２） あわてず、何が燃えているのかを確認し、煙や炎に惑わされずに、火元を消すように噴射して下さ

い。 

（３） みだりに窓を開けたり、破壊しないで下さい。 

（４） 小さな火でも完全に消火して下さい。（踏み消すなど） 

 

２  消火時の遵守事項 

（１） 消火に失敗しても避難できるよう、避難口を背にして消火して下さい。 

（２） 消火器で消火できる範囲は、一般的に家庭では天井に着火するまでの間であり、天井付近に火が達

したらすぐに避難して下さい。 

 

３  消火器・屋内消火栓の使い方 

  ◆ 消火器の使い方 

１ 安全ピンを抜く   ２ ホースを外し火元に向ける   ３ レバーを強く握り噴射する 

 

 

 

 

 

 

◆ 屋内消火栓の使い方 

【１号消火栓・２人で使用】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ ポンプの起動ボタンを押す ２ ホースをのばす ３ 出火箇所に接近したら「放水はじ

め！」の合図で、消火栓のバルブを

開放（左回転）し、放水する 

 (2)初期消火のしかた 
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◆心肺蘇生法 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  (3)救急・救命のしかた 
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地震の発生 

身の安全確保（揺れが収まるまで） 

 緊急地震速報の専用音を聞いてから地震の強い揺

れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありませ

ん。係員はあわてずに、来場者へ落ち着いた行動を

するよう次のような声掛けをして自身の身を守って

ください。 

緊急地震速報 

来場者への声掛け及び対応（例） 

①着席している方 

「その場でじっとして揺れに備えてくださ

い。」 
②移動中の方：落下物等の危険が小さい場所へ誘

導後「ひざまずき、揺れに備えてください。」 

初動対応 
・持ち場周辺の火災発生、被災等の有無を確認（競技会係員全員） 

・火災の場合、初期消火を開始し、状況を競技会場実施本部に報告する。（初期消火グループ） 

・避難経路を確認し、避難指示に備える。（避難誘導グループ・その他グループ） 

・救護所の安全を確保し、負傷者が発生した場合、搬送して応急手当を行う（医事衛生グループ） 

・震度、震源などの情報を防災情報、インターネット等で収集（競技会場実施本部） 

・会場がざわつくときは必要に応じ非常放送 A（次ページ）を実施（情報グループ） 

 

競技の中断が必要な場合 競技を継続する場合 

避難場所への誘導及び被害確認 
（避難誘導グループ） 

避難・被害状況を実施本部に集約（各

グループ）、担当場所の安全確認 

非常放送 C（次ページ）の実施 

（情報グループ） 

入場者を落ち着かせる 

（避難誘導グループ・その他グループ） 

非常放送 B（次ページ）の実施 

（情報グループ） 

会場設営業者に仮設物の点検を指示

（競技担当） 

（※）競技会場部長は、次のいずれかに該当するときは、各グループに避難指示を行う。 

  (1) 消防職員から避難の指示があったとき 

  (2) 施設職員から避難の指示があったとき 

  (3) 観覧者等の生命等を保護するため、避難すべきと判断したとき 

４ 自然災害 (1)地震が発生した時 
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非常放送 A（会場がざわつくとき） 

 

 

 

 

非常放送 B（避難の必要あり） 

 

 

 

 

 

非常放送 C（競技を継続する場合） 

 

 

 

 

 

（参考）地震発生前のアナウンス（競技会前に地震等が発生しているとき） 

 ＜式典前＞ 

 

 

 

 

 

 

＜競技会の運営＞ 

  

(※)避難指示の基準 

 競技会場部長は地震により施設の壁が崩れ、もしくは仮設物の落下又は津波が予想される場合等、現

在の場所が安全確保できないときは、各グループに避難誘導を行うよう指示する。なお、震度６弱以上

の地震が発生した場合は、災害対策本部が設置されるため、安全確保の実施を呼びかける。 

（判断が困難な場合は消防署員に指導を受ける） 

 状況の確認ができるまでの間、各競技会場に一時避難所を指定し、来場者の安全確保を最優先する。 

「ご来場の皆様にお知らせします。ただいま地震が発生しましたので、競技を一時中断します。 

現在係員が被害の状況を調べておりますので、このまま席を立たずに、静かにお待ちください。」 

「ご来場の皆様にお知らせします。ただいまの地震は震度○、震源地は○○県○○付近とみられてい

ます。皆様の安全のため、競技会を中止（中断）しております。避難経路に係員が配置しております

ので、係員の指示に従い、落ち着いて、安全の確保を図ってください。」 

「ご来場の皆様にお知らせします。ただいまの地震は震度○、震源地は○○県○○付近とみられて

います。引き続き競技は継続いたしますが、今後の状況次第では、競技を中止する場合がありま

す。」 

「式典の最中に大きな地震が発生した場合は、頭部を持ち物などで保護し、防御姿勢を取ってくだ

さい。また、避難の際は、出入口に人が殺到すると非常に危険ですので、係員の指示に従って落ち

着いて行動するようお願いします。 

なお、建物に損害が発生したり、公共交通機関の運行に支障が出るような規模の地震になった場

合は、その時点で式典を中止する場合があります。」 

 競技会の開催の可否等については、２ 風水害の対応に準じ、競技会場部長は競技担当者を通し

て、実施本部事務局、競技団体と対応方針を協議する。 
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雷電・雷鳴 

初動対応 
・雷情報について、無線、ラジオ、防災情報メール、イン

ターネット等で情報収集（実施本部事務局） 

・避難経路の確認（避難誘導グループ・その他グループ） 

室内競技においては、屋外における選手休憩

所、売店等のテントにいる選手・来場者の避

難及び安全確保を行うこと。 

競技会場付近（屋外）の観客等を安全な場所に 

誘導（一時避難場所を確認） 

※ 施設内から屋外に出ようとする観客等につ

いては、留まるよう指示 

安全な場所・危険な場所 

○ 比較的安全な場所 
 鉄筋コンクリート建築 

（競技会場等建物内） 

 木造建築（例外あり） 

 車の中 

× 特に危険な場所 

 テント内 

 仮設観覧席の中 
（屋根の有無にかかわらず） 
 高い木の下 

（※）競技会場部長は、競技の再開について競技団体等と協議し、観覧者等の安全が確

保できたと判断したときは、各グループに競技の再開指示を行う。 

（※）競技会場部長は、競技団体と協議し、観覧者等の生命等を保護するため、競技を中

断・避難すべきと判断したときは、各グループに競技の中断・避難指示を行う。 

競技の中断が必要な場合 競技の中断が不要な場合 

引き続き競技を続行 
※必要に応じ続行する旨の

非常放送を行う 

非常放送の実施（情報グループ） 
「ご来場の皆様にお知らせします。現在落雷の

恐れがあるため、競技会を中止（中断）いたし

ます。 

屋外にいる方は、安全の確保を図ってくださ

い。」 

状況を競技会場実施本部に集約（各グループ） 

競技の再開 

  (2)落雷事故の恐れがあるとき 
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初動対応 
・気象情報について、無線、ラジオ、防災情報メール、インターネット等で

情報収集（競技会場実施本部） 

・仮設物の巡回監視強化（各グループ） 

・負傷者が発生した場合、搬送して応急手当を行う（医事衛生グループ） 

 

・仮設物が危険な状況だった場合、情報を競技会場実施本部に集約（各グループ） 

・看板・会場設営業者に状況を伝え、対応を指示（競技担当） 

【気象情報発表基準】 

★ 強風注意報 

12ｍ/s の強風が予想される場合 

★ 暴風警報 

20m/s 以上の暴風が予想される場合 

☆ 大雨注意報 

  表面雨量指数が 16 以上または土壌雨量指数

が 95 以上 

☆ 大雨警報 

  表面雨量指数が 25 以上または土壌雨量指数

が 143 以上 

 

（※）競技会場部長は、次のいずれかに該当するときは、各グループに競技の中断及び避難

指示を行い、看板・会場設営業者に仮設物の撤去指示を行う。 

  (1) 警察・消防職員から避難の指示があったとき 

  (2) 施設職員から避難の指示があったとき 

  (3) 観覧者等の生命等を保護するため、避難すべきと判断したとき 

非常放送の実施（情報グループ） 
【避難必要(例)】「ご来場の皆様にお知らせし

ます。ただいま○○（豪雨、暴風またはテン

ト・看板等の倒飛壊等）発生のため、競技会を

中断しております。係員の指示に従い、落ち着

いて安全の確保を図ってください。」 

中止・中断が必要な場合 中止・中断が不要な場合 

 
引き続き競技を続行 

※必要に応じ続行する旨の

非常放送を行う。 

 

避難誘導 

（避難誘導グループ・その他グループ） 

 

（※）競技担当は、競技の再開について競技

団体等と協議し、観覧者等の安全が確

保できたと判断したときは、競技会場

部長に競技の再開の報告を行う。 

状況を競技会場実施本部に集約（各グループ） 

競技の再開 

風雨の強まり 
テント・看板等の 

倒飛壊等 

仮設テントがあおられ、飛ばないように手でつ

かむようなことは絶対にしないでください。瞬

間的な突風が吹くと大ケガをします。 

  (3)豪雨・暴風対策（仮設物の撤去等） 



 

- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不審物の発見 

初動対応 
・不審物の大まかな判別［爆発物・毒物］ 
（緊急避難が必要な場合を除く。） 

・警察・消防等の関係機関へ通報 

（会場総務係長） ※重複しても必ず通報 

無線等を使用し各班へ連絡 

・来場者の安全を確保 

（情報グループ・避難誘導グループ） 

・警察の指示に基づき、非常放送の実施 

（競技会場部長・会場総務班長） 

初動対応の大原則 

① 触らない！② 動かさない！③ 近づかない！ 

競技会実施本部へ報告（発見者） 

不審物の判別ポイント 

★ 過剰な包装 

★ 油状のシミ 

★ コード（配線）が見える。 

★ 時計の音（カチカチ） 

★ 液体の音（ガポガポ） 

★ 袋から粉末が散乱 

★ 袋やカバンの中のペットボトル等から 

液体がこぼれている。 

★ 複数の人が倒れて体調不良を訴える。 

★ ドローン等（飛行時・落下時を問わず） 

１１０番通報内容 

★ 不審物の状況 

（形状、数、臭い、色･･･など） 

★ 被害者の状況 

（人数、意識、嘔吐、けいれん･･･など） 

★ 現場周辺の状況 

（多数の人が集まっている、近くに可燃物が

ある、薬品工場がある･･･など） 

★ 通報者の氏名 

★ 警察官が到着したときの合流場所や目印 

★ 飛行物体の飛来場所と飛行した方面 

避難誘導のポイント 

〈爆発物〉 

★ 「落ち着いて行動してください。」と 

前置きして広報する。 

★ 「爆発物」、「危険物」と言わず 

「不審物」と広報する。 

★ 避難先、ルートを具体的に説明する。 

〈毒物〉 

★ 可能な限り風上に避難誘導する。 

★ ハンカチや服の袖で口を覆って行動 

する。 

★ 不審物の臭いを嗅がない。 

★ 入れ物のふたを開けない。 

非常放送の実施（情報グループ） 

「ご来場の皆様にお知らせします。ただいま場内

に不審な物が持ち込まれている恐れがあることが

判明しました。皆様の安全のため、競技会を中断

しております。係員の指示に従い、安全の確保を

図ってください。」 

（※）競技会場部長は、次のいずれかに該当するときは、各グループに避難指示を行う。 

  (1) 警察・消防職員から避難の指示があったとき 

  (2) 施設職員から避難の指示があったとき 

  (3) 観覧者等の生命等を保護するため、避難すべきと判断したとき 

避難が必要な場合 避難が不要な場合 

引き続き競技を続行 

避難誘導・緊急車両の進入路確保 

（避難誘導グループ・その他グループ） 

※屋外等、避難の必要がない場所においては、

発生場所に近づかないよう、広報する。 

避難・被害状況を競技会場実施本部に集約（各グループ） 

５ 不審物 (1)不審物を発見したとき 
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電話を受ける（競技会場実施本部、施設管理者） 

☆「電話対応のポイント」に基づいて対応 

電話対応のポイント 
①電話がきた時刻、切った時刻をメモする。 
※相手の電話番号がわかる場合はメモする。 

②内容をありのままにメモする。 
③筆談等で、情報グループに爆破予告電話が 

きていることを伝える。 
④要点を聞き取る。 

・要求内容 
・爆発物の場所 
・爆弾の種類（時限式？ダイナマイト？） 
・いつ爆発するのか？ 
・身の上（氏名、職業、年齢など） 
⑤会話を引き伸ばす（聞こえない振り） 
・通話内容を復唱する。 
・質問を繰り返し確認する。 
⑥電話を掛けなおさせる。 

爆破予告電話 

110 番通報及び消防署に連絡 
（情報グループ） 

避難誘導 
（避難誘導グループ、その他グループ） 

避難誘導のポイント 

〈爆発物〉 

★ 「落ち着いて行動してください。」と 

前置きして広報する。 

★ 「爆発物」、「危険物」と言わず 

「不審物」と広報する。 

★ 避難先、ルートを具体的に説明する。 

必要に応じて非常放送の実施 
（情報グループ） 

【非常放送(例)】 

「ご来場の皆様にお知らせします。ただいま場

内に不審物が持ち込まれている恐れがあること

が判明いたしました。皆様の安全のため、競技

会を中断しております。移動経路に係員が配置

しておりますので、係員の指示に従い、落ち着

いて安全の確保を図ってください。」 

引き続き競技を続行 

初動対応 

・無線等を使用して各グループへ連絡 

（情報グループ） 

※冷静な対応を求めること。 

・避難経路を確認し、避難指示に備える 

（避難誘導グループ・その他グループ） 

避難が必要な場合 避難が不要な場合 

避難・被害状況を競技会場実施本部に集約（各グループ） 

（※）競技会場部長は、次のいずれかに該当するときは、各グループに避難指示を行う。 

  (1) 警察・消防職員から避難の指示があったとき 

  (2) 施設職員から避難の指示があったとき 

  (3) 観覧者等の生命等を保護するため、避難すべきと判断したとき 

  (2)爆破予告電話がかかってきたとき 
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事故発生 

競技会場実施本部へ通報（発見者） 

警察・消防等の関係機関へ通報し（重複しても必ず通報） 

無線等を使用して各グループへ連絡（競技会場部長） 

避難誘導・緊急車両の進入路確保 

（避難誘導グループ・その他グループ） 

※屋外等、避難の必要がない場所におい

ては、発生場所に近づかないよう、広

報する。 

非常放送の実施（情報グループ） 
【避難必要(例)】 

「ご来場の皆様にお知らせします。ただ

いま○○で爆発（異臭）が発生しまし

た。皆様の安全のため、競技会を中断し

ております。係員の指示に従い、落ち着

いて安全の確保を図ってください。」 

引き続き競技を続行 

避難・被害状況を競技会場実施本部に集約

（各グループ） 

警察・消防による安全確認の結果 

避難が必要な場合 避難が不要な場合 

（※）競技会場部長は、次のいずれかに該当するときは各グループに避難指示を行う。 

  (1) 警察・消防職員から避難の指示があったとき 

  (2) 施設職員から避難の指示があったとき 

  (3) 観覧者等の生命等を保護するため、避難すべきと判断したとき 

初動対応 
・持ち場周辺の火災発生、被災等の有無を確認（競技会係員全員） 

・火災の場合、初期消火を開始し、状況を競技会場実施本部に報告する。（初期消火グループ） 

・避難経路を確認し、避難指示に備える。（避難誘導グループ・その他グループ） 

・救護所の安全を確保し、負傷者が発生した場合、搬送して応急手当を行う。（医事衛生グループ） 

・会場がざわつくときは必要に応じ非常放送を実施（情報グループ） 

※危険な場合は、自らの安全を優先させ避難すること 

避難誘導のポイント 

★ 「落ち着いて行動してください。」と 

前置きして広報する。 

★ 「爆発物」、「危険物」と言わず 

「不審物」と広報する。 

★ 避難先、ルートを具体的に説明する。 

★ 可能な限り風上に避難誘導する。 

★ ハンカチや服の袖で口を覆って行動する。 

非常放送の実施（情報グループ） 
【避難不要(例)】 

「ご来場の皆様にお知らせします。ただい

ま○○で爆発（異臭）が発生しましたが、

収まりましたので、心配ございません。引

き続き競技をご覧ください。」 

  (3)爆発・異臭事故が発生したとき 
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（※医療従事者の指示に従い柔軟に対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             傷病者が   歩行できる →歩いて救護所へ 
                                   歩行できない→車いす等で救護所へ 

又は医療従事者を呼ぶ 
盗 

会場内で傷病者の発生 

                            
○傷病者への応急処置を行う 

救護所 

 

○「取扱傷病者一覧表」に記入する 
○コピーした「処置記録兼診療依頼書」を保管する 
○「業務日誌」に必要事項を記入する 
 

※ 「処置記録兼診療依頼書」は、全
日程終了後に業務日誌と併せて会場総
務班長に提出する 

 

○「処置記録兼診療依頼書」、「医療機関の方へ」、保険証

を医療機関へ提出 

※ 治療費は受診者負担 

医療機関を受診（傷病者） 

救護所へ 原則 
係員が 傷病者を 

○医師・看護師の指示に従う 
 
○「処置記録兼診療依頼書」の「傷病者情報」部分

を記入する 

○「処置記録兼診療依頼書」をコピーする 

○本人（又は付き添い者）に、 

・「処置記録兼診療依頼書（原本）」 

・「医療機関の方へ」 

の 2 枚を渡す 

 ※必ず医療機関に提出するように伝える 

○必要に応じて医療機関を紹介する 

会場総務係 

処置後 

○「処置記録兼診療依頼書」の「応急
処置の内容」部分を記入する 

 
【医薬品を渡すだけの場合】 
○「処置記録兼診療依頼書」の記入は
不要 

 

医師・看護師 

６ 医事 (1)傷病者が発生したとき（救急搬送しない場合） 
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（※医療従事者の指示に従い柔軟に対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             傷病者が   歩行できる →歩いて救護所へ 
                                   歩行できない→車いす等で救護所へ 

又は医療従事者を呼ぶ 

会場内で傷病者の発生 

                            
○傷病者への応急処置を行う 

救護所 

 
○「取扱傷病者一覧表」に記入する 
○コピーした「処置記録兼診療依頼書」を保管する 
○「業務日誌」に必要事項を記入する 
 

※ 「処置記録兼診療依頼書」は、全
日程終了後に業務日誌と併せて会場総
務班長に提出する 

 

○「処置記録兼診療依頼書」、「医療機関の方へ」、保険証

を医療機関へ提出 

搬送先（傷病者(付添者)） 

救護所へ 原則 
係員が 傷病者を 

○医師・看護師の指示に従う 
○救急車の出動要請（119 番通報）を行う 
○各係に連絡し、会場入口から救護所（傷病者待機
場所）までの緊急車両の動線を確保する 

 
○「処置記録兼診療依頼書」の「傷病者情報」部分
を記入する 

○「処置記録兼診療依頼書」をコピーする 

○本人（又は付き添い者）に、 

・「処置記録兼診療依頼書（原本）」 

・「医療機関の方へ」 

の 2 枚を渡す 

 ※必ず医療機関に提出するように伝える 

会場総務係 

救急搬送後 

○医療機関への搬送を判断し、会場総
務係長に救急車の出動要請（119 番
通報）を指示する 

 
○「処置記録兼診療依頼書」の「応急
処置の内容」部分を記入する 

医師・看護師 

○救急隊員へ、処置の内容、症状等を
伝える 

救急車到着後 

  (2)傷病者が発生したとき（救急搬送する場合） 
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長浜保健所（TEL:0749-65-6660） 

実施本部事務局 

嘔吐者 発生 

歩行の確認 

歩行可能 

救護所へ誘導 

歩行不可 

会場総務係へ連絡し、 

現場に 

医療従事者呼ぶ 

※その後の対応は、緊急時対応マニュアル 

Ｐ14・15「傷病者が発生したとき」を参照 

 

・環境美化係へ嘔吐処理の依頼を行う 

・嘔吐物付近を封鎖する 

食中毒等の疑いがある場合 

（※嘔吐者が複数名発生した場合） 

嘔吐物 

 

  (3)嘔吐者が発生したとき（食中毒等の疑いを含む） 
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◆患者発生施設又は患者所属団体は、直ちに長浜保健所及び長浜市実行委員会に報告する。 

◆長浜市実行委員会は、上記報告のほか実施本部等を通して食中毒に関する情報を得た場合、 

直ちに長浜保健所に通報する。 

◆大会関係者に対して、食中毒が疑われる情報を入手した場合、患者を医療機関に受診させるとと

もに、所管の保健所に連絡するように周知する。 

大会運営に関する連絡調整・情報共有 

 

長浜市実行委員会 

他自治体食中毒主管課 

県実行委員会 

食中毒を疑う 

症状の発生 

長浜保健所 

会場地を管轄 

報 告 

情 報 共 有 

所属団体 

連
絡 

受診 
医療機関 

（医師） 

届
出 

調
査
・
指
示 

施設の所在地を管轄 医療機関の所在地を管轄 

現
状
の
報
告 

結
果
の
報
告 

  (4)食中毒（疑いを含む）発生時の緊急連絡体制 
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◆ 患者発生施設（宿泊施設・会場・移動車内等）又は患者所属団体は、直ちに長浜市実行委員会

に報告するとともに、感染症法に基づき、長浜保健所に報告する。 

◆ 長浜市実行委員会は、上記報告のほか実施本部等を通して感染症に関する情報を得た場合、直

ちに長浜保健所に報告する。 

◆ 感染症が疑われる患者には、速やかに医療機関を受診させるとともに、長浜保健所に連絡する

よう、宿泊施設及び所属団体等に周知する。 

大会運営に関する連絡調整・情報共有 

 

長浜市実行委員会 

他自治体感染症主管課 

県実行委員会 

長浜保健所 

会場地を管轄 

情 報 共 有 

患者発生施設 

連
絡 

受診 医療機関 

（医師） 

届
出 

調
査
・
指
示 

施設の所在地を管轄 医療機関の所在地を管轄 

（宿泊施設） 

（会場・移動車内等） 

所属団体 

患 者 

報告 

報告 

現
状
の
報
告 

結
果
の
報
告 

  (5)感染症（疑いを含む）発生時の緊急連絡体制 
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熱中症を疑う症状 

意識障害の有無は？ 

 □四肢や腹筋のけいれん（足・腕がつる等）と筋肉痛が起こる 

□全身倦怠感，脱力感，めまい，吐き気，嘔吐，頭痛などが起こる 

□頻脈，顔面蒼白となる 

□足のもつれ，ふらつき，転倒，座り込み，立ち上がれない等 

 質問をして応答をみる 

Q.ここはどこ？ 

Q.名前は？ 

Q.今なにをしている？ 

救急車を要請 あり 

なし 
 □反応が鈍い 
□言動がおかしい 
□意識がない 等 

水分摂取ができるか？ 

水分・塩分を補給する 
■0.1％～0.2％食塩水あるいは 

スポーツドリンクや経口補水液(救護所に

配備) 

 
 
水分は常温のものを。 

（冷えていると胃腸が過敏に反応し嘔 

吐するため） 

症状改善の有無は？ 

経過観察 

脱衣と冷却 
救急車到着までの間，積極的に体を冷
やす 
■水をかける。 
■濡れタオルを当てて扇ぐ 
 
 
氷やアイスパックがあれば，頚部，  
脇の下，足の付け根などの太い血管を
冷やす！ 
 
 
※迅速に体温を下げることが出来れ
ば，救命率が上がる 

病院へ！ 
体を冷やしながら，設備や治療ス
タッフが整った集中治療のできる
病院へ一刻も早く搬送する 

出来る 

※独立行政法人日本スポーツ振興センター「熱中症を予防しようー知って防ごう熱中症―」参考 

涼しい場所への避難 
涼しい場所に運び，衣服を緩めて寝かせる 

出来ない 

改善なし 改善しない 

  (6)熱中症が発生したとき 
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１ 緊急時の情報伝達フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他輸送に支障生じた場合 

(1) 道路渋滞 

事故等による渋滞に巻き込まれ大幅な遅延が見込まれる場合、輸送業者から実施本部事務局

へ報告を行う。 

(2) 車両の故障等による運行障害 

バスの故障又は交通事故等により運行に支障が生じた場合、連絡を受けた輸送業者が予備車

両又はタクシーの配車により対応する。 

   

 

 

【関係機関】 

（道路管理者） 

・滋賀国道事務所彦根維持

出張所 

・長浜土木事務所 

・長浜市道路河川課 

（消防） 

・長浜消防署 

（警察） 

・長浜警察署 

実施本部事務局 

（市実行委員会） 
競技会場実施本部 

輸送業者 

指示 

連絡 

指示 

指示 

連絡・指示 

会場総務班 

輸送交通班 

事故発生 

・各バス会社 

バス運転手 
指示 連携 

緊急事態

発生 

運行管理要員 

連絡 

連携 

情報 

収集 

連携 

７ 緊急時輸送交通マニュアル 
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 ■業務内容 

火災等の災害や競技会場での犯罪を防ぐため、各係員は担当場所において、原則として１日３

回（業務開始前・昼頃・競技終了後）次の項目を確認します。 

 

担当 担当場所 確認項目 

会
場
総
務
班 

会場総務係 

・実施本部 

・大会役員関係諸室 

・競技団体関係諸室 

・その他諸室 

【火気の管理】 

□火気の使用はあるか。それは予定どおりか。 

□ゴミ・可燃物は整理整頓されているか。 

□（指定喫煙所）可燃物が置かれていないか。 

□（指定喫煙所）灰皿に水が入っているか。 

【避難対策】 

□仮設物で避難経路がふさがれていないか。 

□避難経路に物が置かれていないか。 

【防火・避難施設、消防用設備の維持管理】 

□防火戸・防火シャッターは使用可能な状態か。 

□消火器・消火栓の場所は確認したか。 

□消火器・消火栓は使用可能な状態か。 

【防犯対策】 

□関係者以外立入禁止区域に IＤカードを所持 

していない不審者はいないか。 

□会場内、周辺で迷惑行為はないか。 

□不審な車両は駐車していないか。 

□不審物・危険物はないか。 

【救急救命対策】 

□AED の設置確認。 

【終業時の点検】 

□火気はないか。 

□不要な電源が入ったままではないか。 

会場受付係 
・関係者受付 

・総合案内所 

競
技
式
典
班 

会場警備係 
・競技会場 

・練習会場 

記録速報係 
・記録本部 

・速報掲示場 

式典表彰係 
・式典会場 

・筆耕関係諸室 

輸
送
交
通
班 

輸送交通係  

駐車場係 

・駐車場 

・バス乗降場 

お
も
て
な
し
班 

おもてなし・

弁当係 

・休憩所 

・売店 

・ドリンクコーナー 

・弁当引換所 

環境美化係 

・ゴミ集積所 

・トイレ 

・指定喫煙所  他 

※ 異常時には、班長の指示を仰ぎながら、各係が責任をもって対応します。 

  

８ 防災・防犯チェック表 
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９ 競技会場避難経路図 


